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「プロメテウスの火」の後始末
－高レベル放射性廃棄物処分の４Ｗ１Ｈ

第２部
ＷＨＡＴ？（それはなに？）
ＷＨＩＣＨ？（どんなもの？）
ＷＨＥＲＥ，ＮＯＷ ？（いまどこに？）
ＷＨＯ？(誰が出しているの）
ＨＯＷ？（どうするの）その２

動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）
元理事・環境技術開発推進本部長

坪谷隆夫
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原子力発電の安全・安心

高レベル放射性廃棄物の地層処分 ：社会への定着に向けて

国民社会への定着
（社会が参加した計画へ）

地層処分技術の開発 地層処分制度の整備

第２部
ＨＯＷ？ どうするの？（その２）
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1976年 4月 動燃事業団、地層処分研究を開始

1998年 5月 原子力委員会処分懇談会（座長近藤次郎氏）

1999年11月 核燃料サイクル開発機構、原子力委員会に「我が国における高レベル放射性廃棄

物地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開発第２次取りまとめ－」報告

2000年 5月 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（最終処分法）成立

2000年10月 原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）を実施主体として設立

2000年11月 原子力環境整備促進・資金管理センターを資金管理主体に指定

2000年12月 原子力安全委員会「高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制の基本的考え方」

取りまとめ

2001年10月 原子力発電環境整備機構「特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定手順の

基本的考え方」公表

2002年 9月 原子力安全委員会「高レベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階において考慮

すべき環境要件について」取りまとめ

2002年12月 原子力発電環境整備機構、全国市町村で公募開始

2007年 1月 高知県東洋町が応募（４月に取下げ）

2011年 3月 東日本大震災、福島第１原子力発電所事故

2012年 5月 総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ＷＧ（委員長増田寛也氏）で最終処分政策

見直し着手

2013年12月 最終処分関係閣僚会議発足

2014年 5月 放射性廃棄物ＷＧが処分地選定プロセス、処分推進体制などの改善策について

中間とりまとめ

2015年 5月 最終処分基本方針閣議決定

ＨＯＷ？ どうするの？

地層処分に向けた基本制度の整備 制度制定に関するこれまでの経緯
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最終処分法 （２０００年制定）：

発生者責任の原則のもとに安定に事業を実施する仕組み

原子力発電環境整備機構（NUMO）資料

最終処分法における処分推進体制の枠組み

ＨＯＷ？ どうするの？

「廃棄物を発生させてきた世代の責任として将来世代に負担を先送りさせない」
（最終処分基本方針（改訂：2015年5月））ことを再確認
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最終処分法 ： 安定した事業の実施（最終処分費用の積み立て）

原子力発電環境整備機構（NUMO）資料

ＨＯＷ？ どうするの？

原子力発電量に応じて拠出
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ＨＯＷ？ どうするの？

最終処分法：高い透明性のもとに段階を踏んだ処分地選定

全国シンポジウム資料（資源エネルギー庁（２０１７））
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最終処分法 ： 発生者責任の原則のもとに安定に事業を実施する仕組み

原子力発電環境整備機構（NUMO）資料

最終処分法における処分推進体制の枠組み

ＨＯＷ？ どうするの？

新たな取り組みの方向

総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ＷＧ中間とりまとめ
（２０１４年５月）から編集

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）
（１）組織ガバナンスの抜本的な改善
（２）組織としての明確な目標・アクション

プランの設定
国
（１）ＮＵＭＯの事業目標、活動内容、達成状況

を定期的に評価
（２）上記の評価プロセス、評価の“見える化”

“行司役”的視点に立った第三者評価組織
（１）処分オプションの技術的評価
（２）国やＮＵＭＯの合意形成活動の適切性等

社会的視点に立った評価
（３）国民・地域に対する中立的な説明

最終処分基本方針（改訂：2015年5月）

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）
（１）組織ガバナンスの抜本的な改善
（２）組織としての明確な目標・アクション

プランの設定
国
（１）ＮＵＭＯの事業目標、活動内容、達成状況

を定期的に評価
（２）上記の評価プロセス、評価の“見える化”

信頼性の確保のための原子力委員会の関与
（１）処分技術の評価
（２）処分地選定に向けた手続き、情報提供等

に関する評価
（３）評価に当たっては意見の多様性・専門性を

確保
（４）評価結果は経産大臣に意見
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原子力発電の安全・安心

高レベル放射性廃棄物の地層処分 ：社会への定着に向けて

国民社会への定着
（社会が参加した計画へ）

地層処分技術の開発 地層処分制度の整備

第２部
ＨＯＷ？ どうするの？（その２）
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１．国民・地域社会の最終処分問題についての情報共有

２．国が前面に立った取り組み

３．地域に対する支援

 地域の主体的な合意形成に向け、多様な住民が参加する「対話の
場」を設置し活動を支援

 地域の持続的な発展を支援する総合的政策

 最終処分地選定などに協力する地域に対する敬意と感謝の念や
社会として利益還元の必要性が国民に共有

 国は地層処分に関係する科学的特性を整理して全国地図の形（科
学的特性マップ）で提示

 理解活動の状況等をもとに、処分地選定調査に対する協力を関係
地方自治体に申し入れ

ＨＯＷ？ どうするの？
社会への定着に向けて

最終処分基本方針（2015年5月）をもとに編集
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最終処分法：高い透明性のもとに段階を踏んだ処分地選定

最終処分基本方針（改訂:2015年5月）に基づく処分地選定プロセス

最終処分関係閣僚会議（２０１３年１２月）資料を編集

ＨＯＷ？ どうするの？

科学的特性マップの提示と
説明会

地域毎の対話・学習

国の取り組み
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処分地選定で考慮する必要がある地下深部の科学的特性

ＨＯＷ？ どうするの？

資源エネルギー庁資料（２０１７）
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ＨＯＷ？ どうするの？

科学的特性マップ

（中心から半径１５ｋｍ内）

（２０ km 以内目安）

既存の全国データに基づいて整理し、全国地図（マップ）の形で提示

資源エネルギー庁資料（２０１７）を編集
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ＨＯＷ？ どうするの？

科学的特性マップの例
（スウェーデン、１９９２－１９９９年）

総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ＷＧ資料を編集（２０１５年９月）

 岩種、主要亀裂、鉱石・鉱山分布等を考慮
 自然保護、輸送等の視点も勘案
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ＨＯＷ？ どうするの？

社会への定着に向けて

全国シンポジウム資料（資源エネルギー庁（２０１７））

国による科学的特性マップの提示と
それに続く国・ＮＵＭＯによる全国・地域における対話の積み重ね
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最終処分基本方針（改訂：2015年5月））に基づく「対話の場」の設営

ＨＯＷ？ どうするの？
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iPS細胞利用にあたっての壁はなにか、との問に
「科学者としては利用することはよいことだと思います。しかし、iPS細胞を

移植されるのは気持ちが悪いと思う人も多いのではないか。多様な考えがあ
るので、実際の治療に使うかどうかは社会が決めること。」

山中伸弥教授が語るiPS細胞研究の今（ＮＨＫ, ２０１６年１月３日）

iPS細胞研究はトランス・サイエンス
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社会への定着（社会の信認）に向けて（大きな課題）

高レベル放射性廃棄物問題とは
 今までの産業技術開発では経験に乏しい将来の長い時間や深い地下を利用した

新たな科学技術を社会が利用する試み－「２１世紀型の新技術－トランス・サイエ
ンス」に対する国民や地域社会の不安

 国民や地域社会の理解の醸成と不安の緩和のために国内外における最新の社
会科学分野の進展を取り入れるなど特段の配慮が不可欠

日本原子力学会シニアネットワーク連絡会提言（２０１３年１２月）より

HOW? （どうするの？）

社会が政策や事業に信頼を寄せることができるかが鍵

 高レベル放射性廃棄物についての情報が一部の専門家に偏っている（情
報の非対称性） どのようにして知識を共有するの？

地層処分技術は「信頼（confidence）」できるの？

 最終処分地選定は生活に身近か
社会が政策・事業に「信頼（trusty）」を寄せられるか？

 信頼を寄せるカギ 「市民の参加」にあるのか？
政府・実施主体のガバナンスか？
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政策の意志決定を専門家に委ねると専門家には責任が重すぎる領域：システムの不確実性
が高く、人々の利害が高い科学技術：SHEE Sciences（安全、健康、環境、倫理関連技術）
（小林傳司、東京大学・原子力社会論ワークショップ「市民参加と高度科学技術」（２００９））

トランス・サイエンス（ポスト・ノーマル・サイエンス）領域の
科学技術政策に求められる政治決定
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１

２

３

４

情報の非対称性について
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＊１：チューリッヒ北東部など３つの候補サイト地域で地質学的候補地域選定に向けた調査が進展

＊２：放射性廃棄物管理会社が地質学的スクリーニング基準案の公開協議開始

＊３：ゴアレーベン計画を見直し、２０１３年に「最終処分場のサイト選定に関する法律」、

２０１７年３月に同法改正法が成立、２０１６年連邦議会が国営の「連邦放射性廃棄物機関（BGE）」

およびサイト選定を監視する「社会諮問委員会」の設置等法律改正を承認

＊４：オバマ政権がユッカマウンテン計画を撤回。トランプ政権による計画再開に向けた動き

＊５：第３段階を実施してきた２１自治体中、９自治体が現地調査入り

＊６：２０１５年１１月、フィンランド政府が最終処分場の建設許可発給

英国

文献調査 概要調査 精密調査 建設・操業等
最終処分施設
建設地の選定

日本 カナダ

スウェーデン
(エストハンマル)

フランス
(ビュール)

ドイツ
(ゴアレーベン)

中国
(甘粛省北山ほか)

フィンランド
(オルキルオト)

申請

安全審査

＊３

＊４

方針検討段
階

公募中

スイス ＊１
＊２

韓国

海外諸国の状況（２０１７年４月現在）

＊５

＊６
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海外の最終処分地選定に向けた事例－スウェーデン（建設地決定）

１９８３ スウェーデン核燃料管理会社（ＳＫＢ）が地層処分概念ＫＢＳ－３開発
１９８４ ＳＫＢのミッションに地層処分事業の実施・研究主体の役割を追加した新ＳＫＢ設立

ＳＫＢはそれまで全国で実施されていたボーリング調査を中止
新たに制定された原子力活動法にもとづき政府が承認する「研究開発実証プログラム」で処分地選定

１９８５ 環境大臣のもとに政府などに権威のある助言をする機関として放射性廃棄物国家協議会ＫＡＳＡＭ設置
１９８６ ＳＫＢは、オスカーシャム自治体にエスポ岩盤研究所（ＨＲＬ）計画を公表
１９９０ ＨＲＬ建設・研究開始
１９９２ 公募もしくは申し入れによる「フィージビィティ調査」（日本の文献調査に相当）を実施
１９９３ 公募に応じた２地点で調査終了後、住民投票（地方自治体法）で調査継続否決

法令上の規定はないが、ＳＫＢは自治体の了承が得られない限り調査は中止
１９９５ 原子力施設立地関連自治体に調査申し入れ。６自治体（オスカ－シャム、エストハンメル、ティーエルブ）が 受け入れ、

フィージ ビリティ調査開始。後述するＥＩＡ協議に先立ち県域執行機関の主催で
フィージビリティ調査結果、公衆への情報提供、近隣自治体の見解を得るため県域を対象とした
非公式ＥＩＡ協議を実施
原子力施設を有するオスカーシャム自治体などは民力開発プロジェクト（ＬＫＯ）で養成 した専門家を
中心とした体制のもとに自治体、住民が参加する説明会、討論会を開催、フィージビリティ調査のレビュー

１９９６ 政府は放射性廃棄物調整官の主催で地層処分の選択、最終処分地選定手続き、環境影響報告書 の内容などについて
全国を対象とした非公式ＥＩＡ協議を開始

２０００ ＳＫＢは調査結果をもとに３地域を「概要調査地区」に選定し、政府承認（２００１年）
２００１ ティーエルブ自治体議会が概要調査の実施を否決。ＳＫＢは調査を中止

他の２地点の自治体議会は受け入れ決定
２００２ 環境法典にもとづきＳＫＢは環境影響評価（ＥＩＡ）協議（国の県域執行機関、ＳＫＢ、安全規制機関、環境防護機関、

関係自治体、個人ステークホルダー、地元環境団体が 参加）を組織
２００６ ＳＫＢがオスカーシャム自治体に既設の使用済み燃料中間貯蔵施設ＣＬＡＢに隣接してキャニスター封入 施設を申請
２００９ 地層処分施設候補地としてエストハンメル自治体のフォルシュマルクを選定

（可逆性：地層処分場の立地・建設について政府は許可決定までは地方自治法で自治体の拒否権を担保）

２０１１ SKBが、処分場立地・建設の許可申請書を提出（3月）
２０１６ SKBが２０１８年に政府による建設許可発給、２０２０年建設開始、２０３０年に試験操業見通しを公表
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海外の最終処分地選定に向けた事例－英国（方針検討段階）

１９７９ 地層処分研究用のボーリング（反対運動で１９８１年に中止）
１９９４ 最終処分実施・研究主体（Ｎｉｒｅｘ）による中低レベル放射性廃棄物の最終処分予定地での

岩盤特性調査施設（RCF）の建設申請が建設計画地であるカンブリア州評議会から拒否
１９９７ Ｎｉｒｅｘは拒否を不当として政府に提訴したが環境大臣が計画を拒否。

２００２ 放射性廃棄物政策当局の環境・食料・農村地域省（DEFRA）（注）が公衆の参加、研究開発、体制整備
を含む段階的な放射性廃棄物管理の仕組み作り（レビュー・プロセス）案を公表・意見募集

２００６ 地層処分を選択するＣｏＲＷＭ勧告。
PSEプログラムは、勧告案に対する国民の信頼の状況から英国における国民の意思決定で取られた最も広範で意志決
定に重要な役割（ＣｏＲＷＭ報告書）

２００９ カンブリア州のコープランドおよびアラデール市、カンブリア州が政府に「関心表明」
２０１３ ２市の意向に反しカンブリア州議会が第４段階(机上調査）に進まないことを可決
２０１４ 実施主体として放射性廃棄物管理会社（ＲＷＭ）をＮＤＡの子会社として設立（４月）。ＤＥＣＣが最終処分地選定方法など

の改善策として英国全土（除くスコットランド）における地質学的スクリーニングの実施、地層処分施設を「国家的に重要な
社会基盤プロジェクト（NSIP）」とする法改正、自治体との協同プロセスなどを求める白書を公表（７月）

ＤＥＣＣが「地質学的スクリーニング」などを含む地層処分実施方策を公表

２０１５ 「2015年社会基盤計画（放射性廃棄物地層処分施設）令」を制定
２０１６ ＲＷＭが「地質学的スクリーニング」のガイダンスを公表

（注）放射性廃棄物政策は２００８年新設のエネルギー・気候変動省（ＤＥＣＣ）に移管

１９９９ 上院‘openness and transparency in decision making are necessary in order to gain public trust’ and mechanisms to

include  the public in decision making  would be necessary’とする調査報告書を公表

２００３ DEFRAは、レビュー・プロセスを監督し政府に勧告する責任を有する独立組織として放射性廃棄物管理委員会（ CoRWM ）
を設置。委員長は公募。技術評価プログラム、公衆・ステークホルダー参画（engagement）（PSE）プログラムを立ち上げ。
PSEプログラムは放射性廃棄物管理方法の政府への勧告作りの全過程で公衆・ステークホルダー参画を保証

２００８ 政府が白書を公表。白書で最終処分実施主体としてＮｉｒｅｘを取り込んだ原子力廃止機関（NDA）、 CoRWMの存続、最終処
分地は公募とパートナーシップで選定など。最終処分地選定手順は日本の精密調査に相当する段階まで６段階。第１段階
は自治体からの「関心表明」（第５段階までは辞退可能）
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地域振興の例（処分地域）

地層処分事業と地域振興プランについて
（地域振興構想検討会（経済産業省、２００８年））

社会への定着に向けて
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地域振興の例（処分地域）社会への定着に向けて

私の提案
×「地層処分事業を進めるために地域振興」
〇「地域発展計画に組み込まれた地層処分事業」



１7０５地層処分学習会＠坪谷

25

コメントなどがありましたら下記にお寄せ下さい。
officetsuboya@nifty.com

－終－

ご清聴ありがとうございました


